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（副事務局長兼） 

監査第一課長 

      

監 査 委 員 

平成２８年度 

氏   名 区   分 備   考 

  寺  山  昌  文 
代 表 監 査 委 員 

常 勤 

識 見 選 出 

 公認会計士 
 H25.7.11～H29.7.10 

  佐  野  勝  正 

監 査 委 員 

非 常 勤 

識 見 選 出 

 公認会計士 

 H28.3.27～H32.3.26 

  鈴  木  聖  二 

監 査 委 員 

非 常 勤 

議 員 選 出 
 H28.3.26～H29.3.27 

  諸  井  真  英 

監 査 委 員 

非 常 勤 

議 員 選 出 
 H28.3.26～H29.3.27 

監査事務局の組織及び事務分掌 

平成２８年度 

                 ［ 総務担当 ５名 ］ 

              ● 直轄、企画財政部、会計管理者、行政委員会の監査の実施 

  ● 普通会計及び基金の決算審査の取りまとめに関する事務 

  ● 普通会計及び基金の現金出納検査に関する事務 

  ● 健全化判断比率等の審査の取りまとめに関する事務 

  ● 指定金融機関等の監査に関する事務 

  ● 競馬組合の監査、決算審査及び現金出納検査に関する事務  

  ● 研修に関する事務 

  ● 包括外部監査との調整に関する事務 

  ● 監査委員及び事務局の庶務に関する事務 

 

                 ［ 財政的援助団体等監査担当 ６名 ］ 

  ● 県民生活部、企業局、病院局、下水道局の監査の実施  

  ● 財政的援助団体等監査に関する事務 

  ● 監査の結果に関する報告及び公表並びに措置状況の公表に関する事務 

   （監査企画担当で所掌するものを除く） 

  ● 公営企業会計、病院事業会計及び流域下水道事業会計の決算審査並びに現金出納検査 

  に関する事務  

  ● 住民監査請求に関する事務 

 

                 ［ 監査企画担当 ３名 ］ 

  ● 監査計画及び実施計画の取りまとめに関する事務 

  ● 特定事務監査（テーマ監査）の企画、監査結果のフォローアップ等に関する事務 

  ● 監査の結果に関する報告及び公表並びに措置状況の公表に関する事務 

   （定期監査及び随時監査に限る） 

  ● 委員監査の実施に関する事務  

  ● 監査委員会議の開催に関する事務 

 

                 ［ 監査第一担当 ３名 ］ 

  ● 危機管理防災部、環境部、教育局の監査の実施 

   

                 ［ 監査第二担当 ５名 ］ 

   ● 総務部（契約局を除く）、福祉部、保健医療部、産業労働部の監査の実施 

 

                 ［ 監査第三担当 ５名 ］ 

  ● 総務部（契約局）、農林部、県土整備部、都市整備部、警察本部の監査の実施 

副事務局長 

  １ 

局長 

１ 

  

監査第二課長 

    １  

計３０名 
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１ 監査の種類と監査結果の区分 

（１）監査の種類 

  監査委員が実施する監査の種類は、地方自治法等に定められています。 

監査の種類 根拠法律 監査の時期 

１ 定期監査 法第１９９条第１項、第４項 毎年度１回以上 

２ 行政監査 法第１９９条第２項  

 

 

 

必要と認めるとき 

３ 随時監査 法第１９９条第５項 

４ 財政的援助団体等監査 法第１９９条第７項 

５ 請求・要求に基づく監査  

 ①直接請求に基づく監査 法第７５条第３項 

 ②議会からの請求に基づく監査 法第９８条第２項 

 ③知事からの要求に基づく監査 法第１９９条第６項 

 ④住民からの請求による監査 法第２４２条第４項、第５項 

 ⑤職員の賠償責任に関する監査 法第２４３条の２第３項 

６ 決算審査 法第２３３条第２項 

企業法第３０条第２項 

毎年度１回 

７ 健全化判断比率等審査 健全化法第３条第１項 

同法第２２条第１項 

毎年度１回 

８ 基金運用状況審査 法第２４１条第５項 毎年度１回 

９ 現金出納検査 法第２３５条の２第１項 毎月 

10  指定金融機関等の監査 法第２３５条の２第２項 

企業法第２７条の２第１項 

必要と認めるとき 

 ※ 法   ・・・地方自治法 

   企業法 ・・・地方公営企業法 

   健全化法・・・地方公共団体の財政の健全化に関する法律 
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（２）監査結果の区分 

  監査の結果、不適正な事項が認められた場合、また、組織及び運営の合理化に資するため必

要と認められる場合、次のように区分して公表しています。 

区 分 適 用 基 準 

指 摘  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、

次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

１ 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の

改善が必要と認められるもの 

２ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため、抜本的な

改善が必要と認められるもの 

注 意  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

１ 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改善が

必要と認められるもの 

２ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため、一層の改善、工

夫が必要と認められるもの 

意 見  次に該当する場合など、組織及び運営の合理化に資するため必要と認めら

れるもの 

１ 具体的な事務事業の執行等にかかわらず、広く県民サービスの向上を図

るための検討が必要と認められるもの 

２ 現行の制度が実情に即しない場合に、改正又は廃止が必要と認められる

もの 

 ※ 指摘・注意は、地方自治法第１９９条第９項に基づく監査の結果に関する報告 

   意見は、同条第１０項に基づき、監査の結果に関する報告に添えて提出するもの 
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２ 監査の概要（平成２８年度実施分） 

  平成２８年度に実施した監査は、次のとおりです。 

監査の種類 内      容 実施課所数等 監査結果等 

定期監査  財務に関する事務の執行、経営に係る事

業の管理が法令等に基づき、適正かつ効率

的に実施されているか等について監査し

ました。 

 最小で最強の県庁組織による適正な行

財政運営を確保していくため、２８年度

は、「契約事務の適正化」と「財務事務に

おける内部統制」を重点監査項目としまし

た。 

５８０課所 指摘 １件 

注意 ８件 

 

 

特定事務監査 

（テーマ監査） 

 

 本庁、地域機関、団体等を通じた課題や

複数部局にまたがる課題に的を絞って実

施しました。 

・子供の貧困対策について 

・企業との連携協定について 

 

 

委員監査 

 ６課 

 ３課 

 

 

 

意見 １件 

意見 １件 

財政的援助団体

等監査 

 

 資本金等の４分の１以上を出資してい

る団体、公の施設の指定管理者及び県が補

助金等の財政的援助を与えている団体に

対し、その資金等が目的に沿って適切に使

われているか等について監査しました。 

４６団体 

５２箇所 

指摘 なし  

注意 なし  

住民監査請求監

査 

 

 執行機関や職員による違法・不当な公金

の支出等の財務会計上の行為等について、

県民から監査を求められたものについて、

監査しました。 

１件 一部却下一部

棄却１件 

 

決算審査 

 

 一般会計、特別会計及び公営企業会計決

算について、決算書等及び関係諸帳簿・証

拠書類等を照合審査しました。 

一般会計 

13特別会計 

５公営企業 

会計 

知事へ審査意

見書を提出 

健全化判断比率

等審査 

 

 健全化判断比率及び資金不足比率の算

定の基礎となる事項を確認し、比率が正確

に算定されているか審査しました。 

一般会計等 

５公営企業 

会計 

同上 

基金運用状況 

審査 

 運用が条例の趣旨に沿って、適正かつ効

率的に執行されているか審査しました。 

３基金 同上 

現金出納検査  県の現金出納の計数が合っているかど

うかについて、県の保管する現金残高と関

係帳票類を毎月照合して検査しました。 

一般会計 

13特別会計 

５公営企業 

会計 

検査結果を知

事と議会へ毎

月提出 
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３ 監査の結果等（平成２８年度公表・提出分） 

（１）定期監査 

  ア 公表回別結果一覧 

   監査の結果に関する報告は、概ね年４回関係機関に提出するとともに公表しています。 

   平成２８年度は、次のとおり提出及び公表をしました。 

区    分 

（提出日・公表日） 
対象機関 監査実施期間 監査結果 

 ２８年度 第１回公表 

（提出日 ２８年 ９月２６日） 

（公表日 ２８年１０月 ７日） 

１９３機関 

（本庁各課） 

２８年 ４月１８日 

～ 

    ７月２９日 

指摘 なし 

注意  ２ 

意見 なし 

 ２８年度 第２回公表 

（提出日 ２８年１２月 ５日） 

（公表日 ２８年１２月１６日） 

 ７２機関 

（地域機関） 

２８年 ８月１８日 

～ 

   １０月３１日 

指摘 なし 

注意  ３ 

意見 なし 

 ２８年度 第３回公表 

（提出日 ２９年 ２月２１日） 

（公表日 ２９年 ３月 ３日） 

２１８機関 

（地域機関） 

２８年１１月 １日 

～ 

   １２月３１日 

指摘  １ 

注意  ３ 

意見 なし 

 ２８年度 第４回公表 

（提出日 ２９年 ６月２０日） 

（公表日 ２９年 ６月３０日） 

 ９７機関 

（地域機関） 

２９年 １月１１日 

～ 

    １月３１日 

指摘 なし 

注意 なし 

意見 なし 

 

  イ 分野別・性質別結果一覧 

   平成２８年度に実施した監査結果の指摘、注意の内容は次のとおりです。 

区    分 指 摘 注 意 計 

 

 

分  

 

野 

 

別 

収入            ３    ３ 

支出                 

調達手続            ３    ３ 

契約内容      １      ２    ３ 

財産            

業務運営            

その他    

     計      １      ８    ９ 

 

性 

 

質 

 

別 

管理の不備            ３    ３ 

運用の不備      １      ３    ４ 

不注意            ２    ２ 

不経済                 

非効率                 

     計      １      ８    ９ 
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  ウ 事例 

  （ア） 指摘 

契約内容・運用の不備（平成２９年３月３日公表） 

・産業廃棄物処理の委託において、契約書に記載していない種類の廃棄物を法令に違

反して委託していた。 

・収集運搬及び処分に係る請求金額が、契約金額を超えていたにもかかわらず、請求

金額のとおり支出した。 

・「産業廃棄物処分委託」に係る随意契約において、２者以上から見積書を徴取する必

要があったにもかかわらず、これによらず契約を締結した。（中央高等技術専門校） 

 

  （イ） 注意 

調達手続・不注意（平成２８年１０月７日公表） 

・予定価格調書に記載した予定価格を超えた金額で契約を締結した。（文化振興課） 

 

収入・管理の不備（平成２８年１０月７日公表） 

・納期限までに納付されなかった賃貸料について、納期限の翌日から起算して 40日以

内に督促すべきところ、この期間を超過して督促していた。 

・督促をした旨を債権管理簿に記載すべきところ、記載していなかった。 

・納期限までに納付されなかった賃貸料について、財務規則で定める様式の督促状で

督促するべきところ、普通文書で督促し、督促状に納期限が記載されていなかった。 

（資源循環推進課） 
 

調達手続・運用の不備（平成２８年１２月１６日公表） 

・随意契約において、２者以上の相手方から見積書を徴取する必要があるにもかかわ

らず、１者からのみの徴取で契約を締結した。（男女共同参画推進センター） 

 

契約内容・不注意（平成２８年１２月１６日公表） 

・契約書を作成した委託契約では検査調書を作成しなければならないにもかかわらず、

検査調書を作成していなかった。（農業技術研究センター） 
 

契約内容・運用の不備（平成２８年１２月１６日公表） 

・一部業務の再委託について、書面による承諾手続を行っていなかった。（警察学校） 

 

収入・管理の不備（平成２９年３月３日公表） 

・現金領収した公文書の写し作成費用について、最初に収納した日から起算して５日目

には指定金融機関等に払い込まなければならないところ、払い込みが遅延していた。 

(総合治水事務所） 

・平成 28年４月に行った行政財産使用許可に基づく５～９月分の管理費について、平

成 28年 11月まで調定、納入通知を行わなかった。（富士見高等学校） 
 

調達手続・運用の不備（平成２９年３月３日公表） 

・予定価格調書の予定価格に誤った金額を記載したことを認識しないまま、入札を執行

して契約を締結した。(熊谷警察署) 
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  エ 監査結果に対する措置状況 

   これまでの監査結果に対する措置の状況は次のとおりです。 

監査実施 

監 査 結 果 

２７年度末未措置 
２８年度措置状況 

備 考 
指摘 注意 計 

措置済 未措置 

２８年度 １ ８ ９       ５(注意５) ４ 

未措置 4

件は 29年

6月に措

置済 

２７年度 ２ １２ １４      ２ ２(注意２) ０  

２６年度 ２ １７ １９      ０   

２５年度 １６ ２３ ３９      ０   

 

  オ 主な事例 

  （ア） 注意  

対象機関 
監査の結果 

（監査結果の公表日・県報の号数） 

講じた措置 

（措置の公表日・県報の号数） 

環境部 

資源循環

推進課 

 平成 27年度の彩の国資源循環工場（借
地施設）整備事業に関する土地賃貸料の
債権管理について、次の点で不適切であ
った。 
１ 納期限までに納付されなかった賃
貸料について、納期限の翌日から起算
して 40 日以内に督促すべきところ、
この期間を超過して督促していた。 

２ 督促をした旨を債権管理簿に記載
すべきところ、記載していなかった。 

３ 納期限までに納付されなかった賃
貸料について、財務規則で定める様式
の督促状で督促するべきところ、普通
文書で督促し、督促状に納期限が記載
されていなかった。 

（平成 28年 10月 7日・第 2839号） 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知
するとともに、関係職員を部内財務研修に
参加させ、課内でも職員全員に財務研修を
実施した。 
 関係職員を出納総務課による個別職員
研修に参加させ、ミスの発生原因を再確認
するとともに、ミスを防止する対応につい
て助言を受けた。 
 収納状況に係る債権管理について、総務
担当職員が財務帳票により納付状況を確
認し、督促期限のチェックをするとともに
注意喚起をすることとした。 
（平成28年12月16日・第2859号） 

警察本部 

警察学校 

 平成 27 年度の「警察学校庁舎環境衛
生管理業務委託」（2,592,000円）の一部
業務の再委託について、書面による承諾
手続を行っていなかったことは、不適切
であった。 
（平成 28年 12月 16日・第 2859号） 

 再発防止のため、契約締結時及び契約後
における各種手続の履行を徹底させるた
め、契約事務チェックシートの中に新たに
書面交付等の確認項目を設けるなど、複数
人によるチェック体制を確立した。 
 また、県警本部内全ての財務執行所属に
対し、同様の誤りを防止するため、契約事
務の正しい履行による財務事務の適切な
処理について通知した。 
（平成29年3月3日・第2879号） 
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（２）特定事務監査（テーマ監査） 

  ア テーマ１「子供の貧困対策について」 

  （ア）監査の視点 

     施策の推進体制が効果的に機能しているか 

     ・計画の進行管理 

     貧困の状況にある子供を確実に把握し、施策につなぐ体制が整備されているか 

     ・貧困の状況にある子供への対応 

     ・学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進体制 

  （イ）委員監査の対象機関  ６機関      

 

  （ウ）委員監査実施日 

     平成２９年１月２３日 

  （エ）意見 

【背景】 

 日本の子供の貧困率は、平成 15年から平成 24年までの 10年間に 2.6％上昇して平成 24年に

は 16.3％となり、子供の６人に一人が貧困の状況に置かれている。 

 そうした中、子どもの貧困対策の推進に関する法律が平成 25年に制定され、県に地域の状況

に応じた施策を策定し実施する責務及び、子どもの貧困対策についての計画を制定する努力義務

を課している。 

 埼玉県子育て応援行動計画（平成 27～31年度）の中に貧困の状況にある子供への支援を盛り

込み、同法に基づく計画と位置付けて具体的施策を展開している。その内容は、学習支援などの

教育支援、住宅や生活相談などの生活支援、保護者への就労支援、福祉資金貸付などの経済的支

援の各分野にわたっている。 

 

【確認した課題】 

１ 計画の進行管理 

 計画においては、貧困の状況にある子供の支援のための指標として「生活困窮者学習支援対象

者の高校進学率」と「児童養護施設退所児童の大学等進学率」の二つを設定して各施策を推進し

ているが、指標の推移や各施策の進捗状況を評価・改善する、計画のＰＤＣＡの観点からの進行

管理が課題となっている。 

２ 貧困の状況にある子供への対応 

 県の福祉事務所（埼玉県母子・父子福祉センター）において、町村役場に対し支援が必要な世

帯への情報提供を求め、専門職員による生活相談を行い住居確保や就労支援につなぐ連携体制を

築いている。こうした情報の把握を一層確実なものにしたり、県のノウハウを県内各市へ普及す

ることが課題となっている。 

 また、児童養護施設退所児童を対象とした自立支援の取組については、引き続き推進していく

必要がある。 

所管部局 機関名 

福祉部 社会福祉課、少子政策課、こども安全課 

教育局 高校教育指導課、生徒指導課、義務教育指導課 
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３ 学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進体制 

（１）学校には就学援助の申請や受給、給食費など学校で徴収する費用の滞納や、児童生徒の健

康診断など、貧困に関係する各種の情報が存在する。これらの情報を重ね合わせることによ

り、貧困の状況にある児童生徒を漏れなく把握して校内で情報共有し、支援につなぐ機能を

強化することが課題となっている。 

（２）学校において、家庭と福祉機関などを繋いで必要な支援を受けられるようにするため、ス

クールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）が配置されているが、ＳＳＷが効果的に機能するため

の環境整備が課題となっている。 

 

【監査委員の意見】 

 関係機関がそれぞれ取り組んでいる施策について、その進捗状況を評価して必要な改善を図っ

ていく必要がある。 

 また、貧困家庭の子供を一人でも多く生活支援や福祉制度につなぐためには、関係機関の連携

を強化して切れ目のない支援を行うことが最も重要である。 

 そのため、以下の取組を提案する。 

１ 計画の進行管理と関係部局の連携（少子政策課） 

 計画に位置付けられた各施策について、二つの指標に加え、生活支援や保護者への就労支援な

ど各施策の実績を適切に評価して必要な改善を行うなど、ＰＤＣＡの観点からの進行管理に努め

ること。 

 また、貧困対策に関する庁内連絡会議を活用するなど関係機関の連携を強化し、支援の実効性

を高めること。 

 さらに、現行の施策を更に充実させるために、他の自治体の取組も参考にして、子供の貧困対

策についての計画を単独計画として策定することを検討すること。 

２ 県生活相談のアウトリーチとノウハウの県内への普及（社会福祉課、少子政策課） 

 県の福祉事務所（埼玉県母子・父子福祉センター）が実施する生活相談においては、自ら相談

してきた方への対応に加え、困っていると思われる方を発見して相談を働きかけるアウトリーチ

を一層充実させること。そのために、学校からの相談を受けるルートや、公共料金の滞納情報な

ど行政機関が把握した子供の貧困が疑われる情報が集まるしくみの強化を検討すること。 

 また、県の福祉事務所における相談事例のうち、有効な対応ができたものを市町村に情報提供

したり、市町村担当職員に対する研修を充実させるなど、県の取組の優れた部分を県内に普及さ

せること。 

３ 学校内における把握体制と関係機関との連携強化（高校教育指導課、生徒指導課、義務教育

指導課） 

（１）校内の把握体制の充実 

  児童生徒の状況を適切に把握し、保護者からの相談がない場合でも、貧困が疑われるケース

を定期的に検討して情報共有できるよう、校内のケース検討会議の機能強化に努めること。 

  そのために、学校内にある給食費や健康診断など多くの情報を集約するしくみを整備した

り、対応の水準確保のため貧困に関する相談用の標準様式の作成を検討すること。 

（２）学校と関係機関の連携強化 

  ＳＳＷが関係機関との連携モデルを繋げる“連結環”として、より有効に機能できるよう、
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ＳＳＷの体制充実や、ＳＳＷに対する支援の充実に努めること。 

  「埼玉県スクールソーシャルワーカー活用指針」や「スクールソーシャルワーカー活用事業

連絡協議会」を効果的に活用するために、学校における個人情報の取扱いや関係機関との連携

方策などのマニュアルを作成したり、ＳＳＷの専門性を高める研修の充実を検討すること。 

４ 学校と福祉機関等の連携モデルの検討（社会福祉課、こども安全課、生徒指導課） 

 学校と福祉機関の連携を強化するため、虐待を受けた子供を対象とする要保護児童対策地域協

議会を参考に、貧困の状況にある児童を支援するために関係機関が連携するモデルを検討するこ

と。 

 この連携モデルでは、地域で子供の貧困を支援していくために、子供の居場所づくりなどに取

り組んでいる民間団体やボランティア等を含めることも検討すること。 

  

  イ テーマ２「企業との連携協定について」 

  （ア）監査の視点 

     県の施策目標の実現のために、民間企業との連携協定が有効に活用されているか 

     ・協定活用に向けた課題 

     ・協定に関する企業の意向 

  （イ）委員監査の対象機関  ３機関      

 

  （ウ）委員監査実施日 

     平成２９年１月２３日 

  （エ）意見 

【背景】 

 県は、県単独で実施するよりも効果的な県民サービスを提供するため、民間企業と連携協定を

締結している。特に包括連携協定は、県と企業がそれぞれの得意分野を生かして、県政の全分野

において継続的な協議等により新たな連携事業を展開する協定である。 

 平成 20年 6月の（株）セブンイレブンを初めに、20社（コンビニ 5社、流通 6社、金融 3社、

保険 3社、情報 1社、高速道路 1社、プロスポーツ 1社）の民間企業と包括連携協定を締結した

（平成 29年 1月 23日現在）。また民間企業等と 184の個別連携協定を締結している（平成 28年

4月 1日現在）。 

【確認した課題】 

１ 協定活用に向けた課題 

（１）新規の包括連携協定の締結に当たっては、協定の実効性を担保するため、双方の意向を踏

まえ複数の具体的な連携事業を県と企業で協議し、実施している。 

   連携事業の多くは県の広報やイベントへの協力、フランチャイズチェーンの店舗網を生か

した拠点設置への協力などである。県の主体的な提案が不十分であるため、県が企業の資源

を利用する連携が多いことが伺われる。 

所管部局 機関名 

企画財政部 改革推進課 

保健医療部 健康長寿課 

都市整備部 都市計画課 
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   県の施策目標の効率的な実現のために、民間企業との連携の本来の目的を確認し実行する

ことが課題である。 

（２）大塚製薬（株）との健康増進に関する協定に基づき、熱中症予防対策のチラシの印刷・配

布や、県や市町村主催の講習会に大塚製薬（株）の社員が講師として参加するなど実績をあ

げている。 

（３）県は出歩きやすいまちづくりを進めるため、バス交通に着目した取組を進めている。バス

事業者とバス情報のオープンデータ化のための協定を結び、県は webページ「よん deバス」

を作成した。大宮駅西口などの路線のバス運行情報の提供とオープンデータ化したバス情報

を公開するなど実績をあげている。 

   しかし、バス運行情報へのアクセス数を現在は把握しておらず、事業の効果検証がされて

いない。また今後対象路線を拡大するとデータ量が増加し、処理に費用がかかる。一方で現

在の公開しているオープンデータは情報量が少なく、民間事業者がデータを使用し、独自の

サービスを行うまでには至っていないことが課題である。 

２ 協定に関する企業の意向 

 埼玉県初の包括連携協定締結から 8年がたち、企業数も増加した。そのため企業同士の横のつ

ながりへの期待や、連携を希望する内容の変化など、企業の連携に対する意向に変化があること

を確認した。 

 県と個別協定を締結した企業に、県との協定を市町村にも積極的に活用してもらいたいという

意向があることを確認した。 

 

【監査委員の意見】 

 民間企業との連携協定は、県と企業の双方が連携にメリットを感じ、新たな連携事業を提案し

あい、実現に向けてそれぞれの資源を提供することによって、県民の安全・安心や福祉の向上な

どに寄与することが本来の姿であると考える。県が施策目標の効率的な実現に向けて、主体的に

民間企業との連携協定を活用するため、特に以下の取組を提案する。 

１ 県の施策効果を高めるための連携を進める取組 

（１）民間企業との連携協定を活用して県の施策効果を高めるためには、県が推進したい施策を

前提として、主体的に企業に働きかけることが必要である。包括連携協定の本来の目的を再

度確認した上で、県の政策立案や事業に企業との連携を生かすための仕組みを、企画財政部

として検討すること。（改革推進課） 

（２）県の施策効果をさらに高めるため、企業側の意向確認に加え、関係する庁内の他課や市町

村との連携を進めることで、県民の健康増進につながる新たな連携事業の展開が図れないか

検討すること。（健康長寿課） 

（３）現在の連携事業の課題と効果検証を踏まえ、今後の企業との役割分担や事業の有効性につ

いて具体的に検討すること。（都市計画課） 

２ 庁内での情報共有体制の充実（改革推進課） 

 連携協定の具体的な活用事例や効果、協定締結企業のニーズの変化、県が企業に協力できる範

囲や他県での取組状況などについて、庁内での経験等情報の共有を進めることで、企業との連携

協定の更なる有効活用が期待できる。新たに庁内向けの研修会を実施するなど、分かりやすい協

定活用のための情報提供・共有に向けた体制の充実について検討すること。 
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（３）財政的援助団体等監査 

   出資団体１３団体、指定管理者１３団体１９施設及び補助金等交付団体２０団体、計５２

箇所を監査しました。 

  ア 監査結果 

  （ア）指摘・注意 

     なし 

 

  イ 監査結果に対する措置状況     

監査実施 

監 査 結 果 

２７年度末未措置 

２８年度措置状況 

備 考 
指摘 注意 計 

措置済 未措置 

２８年度 ０ ０ ０     

２７年度 ０ １ １ １（注意１） １（注意１）   

２６年度 ０ １ １ ０   

２５年度 ０ ０ ０ ０   
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（４）決算審査 

   平成２７年度の決算審査意見書の概要は次のとおりです。 

 

  ア 平成２７年度埼玉県歳入歳出決算（一般会計及び特別会計） 

  （ア）審査の期間 

      平成２８年８月９日～平成２８年９月１６日 

  （イ）審査意見 

     決算書及び関係書類等を照合審査した結果、符合していることを確認した。 

      予算の執行等に当たっては、関係法令及び予算議決の趣旨に沿って、おおむね適正に 

    行われているものと認めた。 

    （ウ）留意又は改善を要する事項 

    ① 県税収入の確保 

      自主財源は７年ぶりに６割を超え、うち最も額が大きい県税は、歳入全体の４割超 

     を占め、納税率は96.9％と５年連続で上昇したが、７年連続で全国最下位である｡ 

      平成２７年度には個人住民税の給与からの特別徴収の一斉指定が行われ、その割合 

     が80.7％（前年度71.0％）にまで上昇した。近隣都県とも連携を図り、給与からの特 

     別徴収の徹底に努めるとともに、引き続き市町村に対する支援を講じられたい。 

    ② 未収金の解消 

      県税の収入未済額は213億余円と､前年度より36億余円減少し、この４年間で131億円 

     減少した。県では徴収対策として滞納処分の強化に取り組んでいるが、これは滞納抑 

     止効果を生む側面もあることから引き続き積極的に取り組まれたい。 

      「埼玉県債権の適正な管理に関する条例」の施行から２年が経過したため、条例の 

     適用事例の整理・評価と債権管理課所職員への支援により、未収金の更なる解消に努 

     められたい。 

    ③ 将来負担の抑制 

      臨時財政対策債・減収補塡債を含めた県債残高は、前年度より128億余円増加し県民

一人当たり約51万8千円となった｡ 

      今後も将来負担抑制のため、県債の発行と残高の適正な管理に努められたい。また、

臨時財政対策債は、関係自治体と連携し国に対して廃止を働きかけていく必要がある。 

    ④ 県有資産の計画的管理 

      県有資産マネジメント検討委員会を活用し、総合的かつ長期的な視点で県有施設の

管理を行っていただきたい。 

      統一的な基準による地方公会計制度に基づく固定資産台帳の整備に当たっては、資

産価値を適正に評価した上で、この活用により県有資産の計画的な管理に努められた

い。 

    ⑤ 本県の更なる発展のために 

      「２０２５年問題」で懸念される社会活力の低下に対しては、本県のポテンシャル 

     を十分に引き出し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などのチャンス 

     を活かしながら、本県が更に発展するための新たな施策を展開していただきたい。 
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  イ 平成２７年度公営企業会計決算（５会計） 

（ア）審査の期間  

 平成２８年８月９日～平成２８年９月１６日 

（イ）審査意見 

 決算書及び同附属書類並びに関係諸帳簿及び証拠書類等を照合審査した結果、符合して

いることを確認した。 

 また、事業の運営及び予算の執行に当たっては、関係法令及び予算議決の趣旨に沿って、

おおむね適正に行われているものと認めた。 

（ウ）留意又は改善を要する事項 

 【水道用水供給事業会計】 

  平成２８年４月に発生した熊本地震では、熊本県を中心に最大４４万戸が断水し、

 ライフラインの復旧までに多くの時間がかかっている。厚生労働省では送水管路の耐

 震化の遅れを原因の一つに挙げている。 

  平成２３年３月に発生した東日本大震災では、県内水道施設にも影響を及ぼし浄水

 場内施設や送水管路に損傷が発生した。地震後に行われた計画停電時には、備蓄施設

 の浄水を利用した送水を実施したが、備蓄水量及び自家用発電容量の不足により、中

 継ポンプ所を経由している一部の地域で受水団体が必要とする量を送水することが

 できなかった。 

  企業局では地域防災計画で想定する地震の県内最大震度、施設の重要度や更新の緊

 急度、耐用年数を考慮して水道施設の耐震化等に取り組んでいる。 

  水処理施設や送水管などすべての施設の耐震化には、多大な費用と長期間を要する

 ため、選択と集中によるスピーディーな耐震化が必要となる。 

  また、地震により停電が長時間にわたる場合に受水団体へ必要最低量の送水を可能

 とする電源確保対策や備蓄施設の増強を図る必要がある。 

  熊本地震や東日本大震災を教訓に水道施設の耐震化や停電対策の早期完了を目指して、万

一、災害発生時にも最低限の能力を確保し、断水被害を可能な限り抑えるよう努めるべきで

ある。 

 

 【地域整備事業会計】 

  地域整備事業会計の「緑ゆたかなメモリアルガーデン整備推進費」の経理処理については、

平成２５、２６年度は建設仮勘定で整理し、平成２７年度は営業費用で処理している。年度

による経理処理に一貫性を欠くことのないよう留意すること。 

 

 【病院事業会計】 

平成２７年度は、「埼玉県立病院経営改善アクションプラン」（以下「アクションプラン」）

の計画期間（平成２７年度～平成２９年度）の１年目であるが、同プランに掲げる各病院共
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通の業績評価指標の一つである病床利用率の平成２７年度実績は４病院すべてで目標を下

回り、医業収支比率も３病院で目標以下だった。その他の業績評価指標でも実績が目標に及

ばなかった病院が少なくない。また、病院全体の経常収支の実績も見込みを大きく下回った。 

  これらの要因を精査して病院経営の改善を図るとともに高度・先進医療に対応する新病院

の更なる利用拡大に努め、県民のための病院経営という意識の下、職員が一丸となって目標

達成に取り組む必要がある。 

  

 【流域下水道事業会計】 

  再生水供給事業は、さいたま市下水処理センターの下水処理水をさいたま新都心浄化プラ

ントで高度処理し、さいたま新都心地区の合同庁舎やさいたまスーパーアリーナ、明治安田

生命ビル等に水洗トイレ用水として供給している。 

  平成２７年度の１日当たりの供給実績は過去最高の１，０２３㎥となっているが、供給能

力日量４，０００㎥に対し、約１／４にとどまっている。 

  また、単年度収支は毎年マイナスであり、累積損失は平成２７年度末で約 6 億 2 千万円に

上っている。 

  そこで、新規需要先の開拓や一層の経費削減に努め収支の改善を図るとともに、将来の需

要の見通しを踏まえ、今後の事業の手法や展開について、見直しも含めて検討する必要があ

る。 
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（５）健全化判断比率等審査 

   平成２７年度決算に基づく健全化判断比率等について審査した結果の概要は次のとお 

  りです。 

  

 ア 健全化判断比率 

 （ア）審査の期間 

      平成２８年８月９日～平成２８年９月１６日 

 （イ）審査結果 

     審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した 

    書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

                       【参考】 

健全化判断比率 平成２７年度  平成２６年度 早期健全化基準 

①実質赤字比率   黒字 黒字   ３．７５％未満 

②連結実質赤字比率 黒字 黒字   ８．７５％未満 

③実質公債費比率  １２．０％  １２．３％     ２５％未満 

④将来負担比率 １９２．９％ ２０３．５％    ４００％未満 

   ・実質公債費比率の全国平均は、１２．７％ （埼玉県は比率が低い順で全国１１位） 

   ・将来負担比率の全国平均は、 １７５．６％ （埼玉県は比率が低い順で全国２８位） 

 （ウ）審査意見 

    いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、実質公債費比率、将来負担比率は

昨年度と比較すると低下している。引き続き、健全な財政運営に努められたい。 

 

【参考】 

○ 健全化判断比率 

 ・実質赤字比率   

   一般会計等に生じている赤字額の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したもの 

 ・連結実質赤字比率 

   全会計（下水道など公営企業も含む）に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に

対する割合で表したもの 

 ・実質公債費比率  

   借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、標準財政規模に対する割合で表し

たもの 

 ・将来負担比率   

   借入金（地方債）や県が将来支払う可能性のある負債の大きさを、標準財政規模に対

する割合で表したもの 

 



- 17 - 

 

 イ 資金不足比率 

 （ア）審査の期間 

      平成２８年８月９日～平成２８年９月１６日 

 （イ）審査結果 

     審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した 

    書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

                       【参考】 

審査対象の会計 平成２７年度  

 

平成２６年度 

病院事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

工業用水道事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

水道用水供給事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

地域整備事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

流域下水道事業会計 資金不足なし 資金不足なし 

 （ウ）審査意見 

    いずれの会計についても資金余剰となっているが、今後も資金不足が生じないよう、

健全経営に努められたい。 

 

【参考】 

 ○ 資金不足比率   

   公営企業ごとに算定した資金不足額の事業規模に占める割合 

   ※ 資金不足額：一般会計等の実質赤字に相当し、公営企業会計ごとに算定した額 

     事業規模 ：料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額 
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（６）住民監査請求監査 

   平成２８年度に監査結果を公表した住民監査請求は、次の１件です。 
ア 平成２７年４月執行の埼玉県議会議員の選挙における選挙公営条例違反に関する件 

受付日 平成28年5月25日  結果通知日 平成28年7月22日（一部却下一部棄却） 

  〈請求の要旨〉 
  １ 平成２７年４月執行の埼玉県議会議員選挙における選挙運動用ポスター作成費用の

公費負担について、候補者のうち１９名が「ポスターの作成を業とする者」とは認め

られない者と条例（注１）違反の契約をしていることから、当該契約の相手方に支出

した金額を県に返還させる措置をとること。 

  ２ 条例がポスター作成費用の公費負担限度額の算出に当たりポスター作成枚数を掲示

場数の２倍まで認めていることが、過剰な公費負担を行う結果となっていることから、

選挙運動用ポスター作成費用の公費負担限度額を大幅削減する条例改正のための措

置をとること。 

  〈監査結果の概要〉 
  １ 条例に違反して契約した相手方に支出した金額の返還措置に係る請求のうち、３件

の支出については、監査請求のあった日が地方自治法第２４２条第２項に定める請求

期間（支出等の日から 1年）を徒過しており不適法であるので、これを却下する。 

   残る１６件の支出については、条例で規定する「ポスターの作成を業とする者」は印

刷を主要な業務とする業者に限定されるとする請求人の主張には根拠が見当たらな

いこと、判例に照らし県は条例及び規程（注２）等に基づき必要書類を審査し、特段

の疑念を抱かせる記載がない以上、その真偽や相当性について審査することなく所定

の限度額内で支払うことを許容されていると解されることから、請求人の主張には理

由がないものと判断し、本件請求は棄却する。 

  ２ ポスター作成費用の公費負担限度額を大幅削減する条例改正措置に係る請求につい

て、当請求は条例の規定そのものの改正を要望するものであり、財務会計上の行為又

は怠る事実を対象としていないため、地方自治法第２４２条第１項の要件を欠き不適

法であるので、これを却下する。 
 （注１）条例……埼玉県議会議員又は埼玉県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する条例 
 （注２）規程……埼玉県議会議員又は埼玉県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する規程 
 



 

          

 

 

 

≪資  料  編≫ 
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平成２８年度に公表又は提出した監査の結果等 

１ 定期監査 

（１）定期監査年度別実施課所数 

年  度 

監  査  課  所（機 関） 
実地監査 

実施率（％） 総  数 
左  の  内  訳 

委員による実地監査  委員による書面監査  

平成２３年度   ５８２     ２８７     ２９５    ４９ 

平成２４年度   ５８３     ２８１     ３０２    ４８ 

平成２５年度   ５７９     ２８９     ２９０    ５０ 

平成２６年度 ５７７ ２９３ ２８４ ５１ 

平成２７年度 ５７５ ２６７ ３０８ ４６ 

平成２８年度 ５８０ ２８５ ２９５ ４９ 
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（２）監査の結果等 

 ア 平成２８年度第１回提出（平成２８年 ９月２６日） 

            公表（平成２８年１０月 ７日） 

 

 （ア） 監査の対象機関  １９３機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

直轄 秘書課 

企画財政部  企画総務課、計画調整課、財政課、改革推進課、情報システム課、地域

政策課、市町村課、土地水政策課、交通政策課 

総務部 人事課、職員健康支援課、文書課、学事課、管財課、統計課、総務事務セ

ンター、税務課、個人県民税対策課、入札課、入札審査課 

県民生活部 広聴広報課、共助社会づくり課、人権推進課、県政情報センター、文化

振興課、国際課、青少年課、男女共同参画課、消費生活課、防犯・交通

安全課、スポーツ振興課、ラクビーワールドカップ大会課、オリンピッ

ク・パラリンピック課 

危機管理防

災部 

危機管理課、消防防災課、化学保安課 

環境部 環境政策課、温暖化対策課、エコタウン環境課、大気環境課、水環境課、

産業廃棄物指導課、資源循環推進課、みどり自然課 

福祉部 福祉政策課、社会福祉課、障害者福祉推進課、障害者支援課、福祉監査

課、地域包括ケア課、高齢福祉課、少子政策課、こども安全課 

保健医療部  保健医療政策課、国保医療課、医療整備課、健康長寿課、疾病対策課、

生活衛生課、薬務課、食品安全課 

産業労働部 産業労働政策課、商業・サービス産業支援課、産業支援課、先端産業課、

企業立地課、金融課、観光課、勤労者福祉課、就業支援課、シニア活躍推

進課、ウーマノミクス課、産業人材育成課 

農林部 農業政策課、農業ビジネス支援課、農業支援課、生産振興課、森づくり

課、農村整備課、農産物安全課、畜産安全課 

県土整備部  県土整備政策課、建設管理課、用地課、道路政策課、道路街路課、道路

環境課、河川砂防課、水辺再生課 

都市整備部  都市整備政策課、都市計画課、市街地整備課、田園都市づくり課、公園

スタジアム課、建築安全課、住宅課、営繕課、設備課 

会計管理者 出納総務課、会計管理課 

企業局 総務課、財務課、地域整備課、水道企画課、水道管理課 

病院局 経営管理課、小児医療センター建設課 

下水道局 下水道管理課、下水道事業課 

行政委員会 議会事務局（秘書課、総務課、議事課、政策調査課、図書室）、監査事務
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 (イ) 監査実施日 

    平成２８年４月１８日～平成２８年７月２９日 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 a 指摘事項 

   該当なし 

 

 b 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

県民生活部 文化振興課  平成 27 年度の「文化ともしび賞トロフィー作成」に

係る契約（514,080 円）について、予定価格調書に記載

した予定価格を超えた金額で契約を締結したのは不適

切であった。 

環境部 資源循環推進課  平成 27 年度の彩の国資源循環工場（借地施設）整備

事業に関する土地賃貸料の債権管理について、次の点

で不適切であった。 

 

１ 納期限までに納付されなかった賃貸料について、

納期限の翌日から起算して 40日以内に督促すべきと

等の事務局 局（監査第一課、監査第二課）、人事委員会事務局（総務給与課、任用審

査課）、労働委員会事務局（審査調整課）、収用委員会事務局 

教育局 総務課、教育政策課、魅力ある高校づくり課、財務課、教職員課、福利課、

県立学校人事課、高校教育指導課、生徒指導課、教職員採用課、保健体育

課、特別支援教育課、小中学校人事課、義務教育指導課、家庭地域連携課、

生涯学習文化財課、人権教育課 

警察本部 総務課、文書課、広報課、情報管理課、留置管理課、会計課、施設課、

装備課、警務課、監察官室、教養課、厚生課、生活安全企画課、子ども

女性安全対策課、少年課、少年捜査課、保安課、生活経済課、サイバー

犯罪対策課、地域課、通信指令課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、刑事総

務課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、鑑識課、科学捜査研究所、

機動捜査隊、組織犯罪対策課、捜査第四課、薬物銃器対策課、国際捜査

課、交通企画課、交通指導課、交通捜査課、交通規制課、交通機動隊、

高速道路交通警察隊、運転免許課、運転管理課、運転免許試験課、公安

第一課、公安第二課、公安第三課、警備課、危機管理課、外事課、機動

隊、さいたま市警察部、第一方面本部、第二方面本部、第三方面本部、

第四方面本部 
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ころ、この期間を超過して督促していた。 

２ 督促をした旨を債権管理簿に記載すべきところ、

記載していなかった。 

３ 納期限までに納付されなかった賃貸料について、

財務規則で定める様式の督促状で督促するべきとこ

ろ、普通文書で督促し、督促状に納期限が記載され

ていなかった。 
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 イ 平成２８年度第２回提出（平成２８年１２月 ５日）  

            公表（平成２８年１２月１６日） 

 

 (ア) 監査の対象機関  ７２機関 

 (イ) 監査実施日 

    平成２８年８月１８日～平成２８年１０月３１日 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 a 指摘事項 

   該当なし 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

総務部 川口県税事務所、所沢県税事務所、越谷県税事務所、自動車税事務所、

自動車税事務所大宮支所、自動車税事務所熊谷支所、自動車税事務所所

沢支所、自動車税事務所春日部支所 

県民生活部 男女共同参画推進センター、消費生活支援センター、消費生活支援セン

ター川越、消費生活支援センター春日部、消費生活支援センター熊谷 

環境部 北部環境管理事務所、環境科学国際センター、環境整備センター 

福祉部 総合リハビリテーションセンター、所沢児童相談所 

保健医療部  加須保健所、高等看護学院、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査セン

ター北部支所 

産業労働部 産業技術総合センター、産業技術総合センター北部研究所、川越高等技

術専門校、春日部高等技術専門校、職業能力開発センター 

農林部 秩父農林振興センター、大里農林振興センター、農業技術研究センター、 

茶業研究所、寄居林業事務所 

県土整備部  さいたま県土整備事務所、飯能県土整備事務所、本庄県土整備事務所、

熊谷県土整備事務所、行田県土整備事務所 

都市整備部  八潮新都市建設事務所、大宮公園事務所、熊谷建築安全センター 

企業局 地域整備事務所、大久保浄水場、行田浄水場、水質管理センター 

病院局 循環器・呼吸器病センター、がんセンター、小児医療センター 

下水道局 荒川左岸南部下水道事務所 

教育局 北部教育事務所、北部教育事務所秩父支所、文書館、大滝げんきプラザ、 

浦和東高等学校、熊谷工業高等学校、熊谷農業高等学校、芸術総合高等

学校、越谷北高等学校、越谷西高等学校、越谷東高等学校、戸田翔陽高

等学校、新座柳瀬高等学校、皆野高等学校、特別支援学校大宮ろう学園、 

春日部特別支援学校、特別支援学校さいたま桜高等学園、所沢特別支援

学校、蓮田特別支援学校、宮代特別支援学校、和光南特別支援学校 

警察本部 警察学校、朝霞警察署、川越警察署 



- 24 - 

 

 b 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

県民生活部 男女共同参画推

進センター 

 平成 27 年度の「埼玉県男女共同参画推進センター保

育士派遣業務委託」に係る随意契約において、２者以

上の相手方から見積書を徴取する必要があるにもかか

わらず、１者からのみの徴取で契約を締結したことは、

不適切であった。 

農林部 農業技術研究セ

ンター 

 平成 27 年度の「産業廃棄物収集運搬委託契約」及び

「産業廃棄物処分委託契約」（契約金額合計 599,940円）

について、契約書を作成した委託契約では検査調書を

作成しなければならないにもかかわらず、検査調書を

作成していなかったのは、不適切であった。 

 

警察本部 警察学校  平成 27年度の「警察学校庁舎環境衛生管理業務委託」

（2,592,000 円）の一部業務の再委託について、書面に

よる承諾手続を行っていなかったことは、不適切であ

った。 
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 ウ 平成２８年度第３回提出（平成２９年 ２月２１日） 

            公表（平成２９年 ３月 ３日）  

 

 (ア) 監査の対象機関  ２１８機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 東京事務所、南部地域振興センター、南西部地域振興センター、東部地

域振興センター、県央地域振興センター、川越比企地域振興センター 

利根地域振興センター、秩父地域振興センター 

総務部 県営競技事務所、さいたま県税事務所、上尾県税事務所、朝霞県税事務

所、川越県税事務所、東松山県税事務所、秩父県税事務所、本庄県税事

務所、行田県税事務所、春日部県税事務所 

県民生活部 パスポートセンター、パスポートセンター川越支所、パスポートセンタ

ー熊谷支所、パスポートセンター春日部支所、婦人相談センター 

環境部 中央環境管理事務所、西部環境管理事務所、東松山環境管理事務所、秩

父環境管理事務所、越谷環境管理事務所、東部環境管理事務所 

福祉部 東部中央福祉事務所、北部福祉事務所、秩父福祉事務所、精神保健福祉

センター、中央児童相談所、南児童相談所、川越児童相談所、越谷児童

相談所、越谷児童相談所草加支所、埼玉学園 

保健医療部  朝霞保健所、春日部保健所、草加保健所、幸手保健所、本庄保健所、秩

父保健所、衛生研究所 

産業労働部 計量検定所、中央高等技術専門校、川口高等技術専門校 

農林部 さいたま農林振興センター、川越農林振興センター、東松山農林振興セ

ンター、本庄農林振興センター、加須農林振興センター、春日部農林振

興センター、中央家畜保健衛生所、川越家畜保健衛生所、熊谷家畜保健

衛生所、秩父高原牧場、花と緑の振興センター、農村整備計画センター 

県土整備部  朝霞県土整備事務所、北本県土整備事務所、川越県土整備事務所、東松

山県土整備事務所、秩父県土整備事務所、越谷県土整備事務所、杉戸県

土整備事務所、総合技術センター、西関東連絡道路建設事務所、総合治

水事務所 

都市整備部  越谷建築安全センター、営繕工事事務所 

企業局 庄和浄水場、新三郷浄水場、吉見浄水場、水道整備事務所 

病院局 精神医療センター 

下水道局 荒川右岸下水道事務所、荒川左岸北部下水道事務所、中川下水道事務所 

教育局 南部教育事務所、東部教育事務所、総合教育センター、総合教育センタ

ー江南支所、熊谷図書館、歴史と民俗の博物館、さきたま史跡の博物館、

近代美術館、自然の博物館、伊奈学園中学校、上尾高等学校、上尾鷹の

台高等学校、上尾橘高等学校、上尾南高等学校、朝霞高等学校、朝霞西
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 (イ) 監査実施日 

    平成２８年１１月１日～平成２８年１２月３１日 

 

 

高等学校、いずみ高等学校、伊奈学園総合高等学校、岩槻高等学校、岩

槻商業高等学校、岩槻北陵高等学校、浦和高等学校、浦和北高等学校、

浦和西高等学校、大宮高等学校、大宮工業高等学校、大宮光陵高等学校、

小鹿野高等学校、桶川高等学校、桶川西高等学校、越生高等学校、春日

部高等学校、春日部工業高等学校、春日部女子高等学校、春日部東高等

学校、川口高等学校、川越工業高等学校、川越西高等学校、川越初雁高

等学校、川越南高等学校、北本高等学校、久喜高等学校、久喜工業高等

学校、熊谷高等学校、熊谷商業高等学校、熊谷女子高等学校、熊谷西高

等学校、栗橋北彩高等学校、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、越ヶ谷

高等学校、越谷総合技術高等学校、越谷南高等学校、児玉高等学校、児

玉白楊高等学校、幸手桜高等学校、狭山経済高等学校、狭山緑陽高等学

校、志木高等学校、庄和高等学校、白岡高等学校、進修館高等学校、杉

戸高等学校、杉戸農業高等学校、誠和福祉高等学校、草加高等学校、草

加西高等学校、草加東高等学校、草加南高等学校、秩父高等学校、秩父

農工科学高等学校、所沢商業高等学校、新座高等学校、新座総合技術高

等学校、蓮田松韻高等学校、羽生高等学校、羽生実業高等学校、羽生第

一高等学校、深谷高等学校、深谷商業高等学校、深谷第一高等学校、吹

上秋桜高等学校、富士見高等学校、本庄高等学校、松伏高等学校、三郷

高等学校、三郷北高等学校、三郷工業技術高等学校、宮代高等学校、妻

沼高等学校、八潮高等学校、八潮南高等学校、吉川美南高等学校、寄居

城北高等学校、和光高等学校、和光国際高等学校、鷲宮高等学校、上尾

特別支援学校、上尾かしの木特別支援学校、川口特別支援学校、騎西特

別支援学校、行田特別支援学校、久喜特別支援学校、熊谷特別支援学校、

越谷特別支援学校、越谷西特別支援学校、草加かがやき特別支援学校、

草加かがやき特別支援学校草加分校、秩父特別支援学校、特別支援学校

羽生ふじ高等学園、深谷はばたき特別支援学校、本庄特別支援学校、三

郷特別支援学校、和光特別支援学校 

警察本部 大宮警察署、蕨警察署、新座警察署、草加警察署、上尾警察署、西入間

警察署、秩父警察署、小鹿野警察署、本庄警察署、児玉警察署、熊谷警

察署、深谷警察署、寄居警察署、行田警察署、羽生警察署、加須警察署、

岩槻警察署、春日部警察署、越谷警察署、久喜警察署、幸手警察署、杉

戸警察署、吉川警察署 
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 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 

 a 指摘事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

産業労働部 中央高等技術専

門校 

 平成 27 年度の「産業廃棄物収集運搬委託」（20,000

円）及び「産業廃棄物処分委託」（259,200 円）につい

て、次の点で不適切であった。 

 

１ 産業廃棄物処理の委託において、契約書に記載し

ていない種類の廃棄物を法令に違反して委託してい

た。 

２ 収集運搬及び処分に係る請求金額が、契約金額を

超えていたにもかかわらず、請求金額のとおり支出

した。 

３ 「産業廃棄物処分委託」に係る随意契約において、

２者以上から見積書を徴収する必要があったにもか

かわらず、これによらず契約を締結した。 

 

 b 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

県土整備部 総合治水事務所  平成 28年度に現金領収した公文書の写し作成費用に

ついて、最初に収納した日から起算して５日目には指

定金融機関等に払い込まなければならないところ、払

い込みが遅延していたことは不適切であった。 

教育局 富士見高等学校  平成 28年４月に行った行政財産使用許可に基づく５

～９月分の管理費について、平成 28 年 11 月まで調定、

納入通知を行わなかったことは不適切であった。 

警察本部 熊谷警察署  平成 27 年度の「被留置者食糧の単価契約」について、

予定価格調書の予定価格に誤った金額を記載したこと

を認識しないまま、入札を執行して契約を締結したの

は不適切であった。 
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 エ 平成２８年度第４回提出（平成２９年 ６月２０日） 

            公表（平成２９年 ６月３０日） 

 

 (ア) 監査の対象機関 ９７機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 西部地域振興センター、北部地域振興センター 

総務部 飯能県税事務所、熊谷県税事務所 

危機管理防

災部 

消防学校、防災航空センター 

福祉部 西部福祉事務所、熊谷児童相談所 

保健医療部  川口保健所、鴻巣保健所、東松山保健所、坂戸保健所、狭山保健所、熊

谷保健所、動物指導センター、動物指導センター南支所 

産業労働部 熊谷高等技術専門校、熊谷高等技術専門校秩父分校 

農林部 病害虫防除所、農業大学校、水産研究所 

都市整備部  川越建築安全センター 

教育局 西部教育事務所、久喜図書館、嵐山史跡の博物館、加須げんきプラザ、 

入間向陽高等学校、浦和工業高等学校、浦和商業高等学校、浦和第一女

子高等学校、大宮商業高等学校、大宮中央高等学校、大宮東高等学校、 

大宮南高等学校、大宮武蔵野高等学校、小川高等学校、川口北高等学校、 

川口工業高等学校、川口青陵高等学校、川口東高等学校、川越高等学校、 

川越女子高等学校、川越総合高等学校、久喜北陽高等学校、坂戸高等学

校、坂戸西高等学校、狭山工業高等学校、狭山清陵高等学校、鶴ヶ島清

風高等学校、常盤高等学校、所沢高等学校、所沢北高等学校、所沢中央

高等学校、所沢西高等学校、豊岡高等学校、滑川総合高等学校、南稜高

等学校、鳩ヶ谷高等学校、鳩山高等学校、飯能高等学校、飯能南高等学

校、日高高等学校、ふじみ野高等学校、不動岡高等学校、松山高等学校、 

松山女子高等学校、与野高等学校、蕨高等学校、入間わかくさ高等特別

支援学校、浦和特別支援学校、大宮北特別支援学校、大宮北特別支援学

校さいたま西分校、川越特別支援学校、川越特別支援学校川越たかしな

分校、川島ひばりが丘特別支援学校、けやき特別支援学校、特別支援学

校坂戸ろう学園、狭山特別支援学校、所沢おおぞら特別支援学校、特別

支援学校塙保己一学園、東松山特別支援学校、日高特別支援学校、毛呂

山特別支援学校 

警察本部 浦和警察署、浦和東警察署、浦和西警察署、大宮東警察署、大宮西警察

署、川口警察署、武南警察署、鴻巣警察署、東入間警察署、所沢警察署、 

狭山警察署、飯能警察署、東松山警察署、小川警察署 
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 (イ) 監査実施日 

    平成２９年１月１１日～平成２９年１月３１日 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 a 指摘事項 

   該当なし 

 

 b 注意事項 

   該当なし 
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２ 財政的援助団体等監査 

 

（１）監査対象団体及び実施団体 

   県が資本金等の４分の１以上を出資している法人（出資団体）、公の施設の管理を委

託している団体（指定管理者）及び補助金・交付金等の財政的援助を与えている団体

（補助金等交付団体）に対し、次の視点で監査している。 

  ・ 出資目的に沿って事業が運営されているか 

  ・ 公の施設が適切に管理運営されているか 

  ・ 補助事業等が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に執行されているか。 

    

   監査実施団体      平成２８年度 

出資団体         １３ 

補助金等交付団体         ２０ 

指定管理者 

（施設数） 

        １３ 

     （１９施設） 

監査実施団体 計         ４６ 

（重複を除く実数は４３） 

監査実施箇所 計         ５２ 

 

  ア 監査結果 

  （ア）指摘・注意 

     なし 
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３ 住民監査請求 

 

  県内に住所を有する住民は、県の執行機関、知事又は職員について、違法若しくは不 

 当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債 

 務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しく 

 は徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添 

 え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる（地方 

 自治法第２４２条）。 

  この請求は、普通地方公共団体の職員による違法又は不当な行為等により普通地方公 

 共団体が損失を被ることを防止するために、住民が住民全体の利益を確保する見地から、 

 職員の違法又は不当な行為の予防、是正を図ることを目的としている。 

 

（１）年度別処理状況（平成２４年度以降分）       [年度は受付年月日により整理] 

年  度 請求件数 結   果 取り下げ 備 考 

勧 告 棄 却 却 下 

平成２４年度    ２   －   １   １   －  

平成２５年度    １   －    １   －   －  

平成２６年度    ３   － (*1) ３   －   － (*1)一部却下３ 

平成２７年度    １   －   －   １   －  

平成２８年度    １   － (*2) １   －   － (*2)一部却下１ 

 

（２）請求事案及び結果（平成２４年度以降分） 

受付年月日 件     名 結  果 備   考 

24. 6. 5 準学校法人川越専門学校への私立

学校運営費補助金に関する件 

24.6.18却下  

24. 6. 5 ＮＰＯ法人ほっとポットへのホー

ムレス自立支援団体活動費補助金

に関する件 

24.7.31棄却  

25. 9.25 平和資料館リニューアル工事の入

札に関する件 

25.11.19棄却  

27. 1.26 平成２３年度から平成２５年度の

県政調査費及び政務活動費に関す

る件 

27.3.24棄却 

（一部却下） 

 

27. 3. 5 平成２３年度から平成２５年度の

県政調査費及び政務活動費に関す

る件 

27.4.24棄却 

（一部却下） 

 

27. 3. 6 平成２４年度及び平成２５年度の

県政調査費及び政務活動費に関す

る件 

27.4.24棄却 

（一部却下） 

 



- 32 - 

 

27. 6.29 県道における車止めの撤去に関す

る件 

27.7.16却下  

28. 5.25 平成２７年４月執行の埼玉県議会

議員の選挙における選挙公営条例

違反に関する件 

28.7.22棄却 

（一部却下） 
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